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平成 20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 (平成 21年度調査)

後発医薬品の使用状況調査 結果概要 (速報)

1 目的

・保険薬局における 「後発医薬品への変更不可」とされた処方せんの受付状況等の把握

・医療機関における処方せん交付時の状況等の把握

・患者における後発医薬品に対する意識等の把握

2 調査対象

・本調査では、「保険薬局調査」「診療所調査」「病院調査」「医師調査」「患者調査」の 5つ

の調査を実施 した。各調査の対象は、次のとおりである。

・保険薬局調査 :全国の保険薬局の中から無作為に抽出した 1,∝Ю施設。

・診療所調査 :全国の一般診療所の中から無作為に抽出した 2,∝Ю施設。

・病院調査 :全国の病院の中から無作為に抽出した 1,CICXl施 設。

・医師調査 :上記 「病院調査」の対象施設に勤務する、診療科の異なる 2名 の医師。

・患者調査 :上記 「保険薬局調査Jの対象施設に調査日に来局した患者。ただし、1施設に

つき最大 4名 の患者とした。

3 調査方法

。対象施設・医師・患者が記入する自記式調査票の郵送配布・回収 とした。

・保険薬局調査については、施設属性、処方せん枚数等を尋ねる「様式 1」 と、実際に調剤

した薬剤料を尋ねる 「様式 2」 の 2種類の調査票を配布 した。

・診療所調査については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、後発医薬品の使用状況

と使用に関する意識、後発医薬品を使用する上での課題等を尋ねる 「診療所票」を配布

した。

・病院調査については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、入院患者に対する後発医

薬品の使用状況、後発医薬品を使用する上での課題を尋ねる「病院票Jを配布 した。

・医師調査については、医師に後発医薬品の使用状況と使用に関する意識等を尋ねる「医

師票」を配布 した。配布に際 しては、上記の病院調査の対象施設を通 じて行つた。

・患者調査については、患者に後発医薬品の使用に対する意識等を尋ねる 「患者票」を上

記保険薬局調査の対象施設を通 じて行つた。

・医師Fll査及び患者調査の回収は、各医師及び患者から直接事務局宛の返信用専用封筒に

て直接回収 した。

・調査実施時期は平成 21年 7月 ～平成 21年 8月 。

4 調査項目

区分 主な調査項目

(1)保険薬局調査 ○薬局の概要

・ 組織形態、職員数

・ 調剤基本料の種類、基準IIB剤加算の有無、後発医薬品調剤体制加算

の有無、後発医薬品調剤率

○処方せんの受付状況等 (1か月間)

・ 処方せん発行医療機関数、後発医薬品への変更不可欄に処方医の署

名等が 9割以上ある機関数、先発医薬品 。後発医薬品を銘柄指定し

ている機関数、1か月間に受け付けた処方せん枚数等

○取り扱い処方せん枚数の内訳 (1週間)

・ 取り扱い処方せん枚数、1品 目でも後発医薬品を調剤 した処方せん

枚数、後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名等がない処方せん

枚数等

・ 後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名等がある処方せん枚数、

処方せん内容の一部について変更不可としている処方せん枚数等

○後発医薬品への対応状況等

・ 後発医薬品の調剤に関する考え、後発医薬品の調剤に積極的に取り

組んでいない場合の理由、後発医薬品の品質保証方法についての認

知度

・ 後発医薬品の説明を行つた患者の割合、説明をしなかつた理由、後

発医薬品の説明を行つた患者のうち後発医薬品の使用を希望 しな

かつた患者の割合等

・ 後発医薬品の説明と一般的服薬指導の合計時間等

・ 医薬品・後発医薬品の備蓄状況の変化、薬局で取り扱つている後発

医薬品の採用理由等

○ジェネ リック医薬品希望カー ドの認知度等

・ ジェネ リック医薬品希望カー ドの認知度、提示された経験の有無、

提示されて後発医薬品に変更調剤 した患者の割合等

・ 患者が後発医薬品を頼みやす くなるための工夫等

○後発医薬品使用についての考えや今後の課題等

・ 後発医薬品使用についての考え

。 後発医薬品使用を進めるための課題

○薬剤料の変化

・ 処方せんの記載銘柄に基づき調剤 した場合の薬剤料及び実際に調

剤した薬剤料等



(2)病院調査 ○施設の概要

。 開設者、病院種別、DPCの対応状況、特定入院料の状況、許可病

床数、医師数・薬剤師数

・ オーダリングシステムの導入状況

・ 1か月間の外来延べ患者数、1か月間の外来診療実日数、平均在院

患者数

○後発医薬品の備蓄品目数等

・ 医薬品備蓄品目数、後発医薬品の備蓄品目数

・ 採用医薬品リス トの薬剤師会等への提供状況

・ 1年前と比較 した後発医薬品の供給体制の変化

○外来患者に対する後発医薬品の使用状況等

・ 院内投薬及び院外処方における後発医薬品の使用状況

・ 院外処方せんを発行している診療科、院外処方せん発行枚数、後発

医薬品を銘柄指定 した処方せんまたは変更不可欄に署名等をしな

かった処方せんの割合等

○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等

・ 入院患者に対する後発EII薬 品の使用状況、後発医薬品を積極的に使

用しない場合の理由

・ 後発医薬品を使用して生じた問題点

・ 後発医薬品の使用を進める上で必要な対応答

○ジェネ リック医薬品希望カー ド等

・ 患者が後発医薬品を頼みやすくなるための工夫等

○後発医薬品使用についての課題等

・ 後発医薬品の使用についての課題等

(3)医師調査 ○属性等

・ 性卿l、 年齢、担当診療科、1日 あたり外来診察患者数

○外来患者に対する後発医薬品の使用状況等

・ 後発医薬品の処方に関する意識、処方 しない場合の理由

・ 1年前と比較した後発医薬品の処方状況

・ 後発医薬品への変更不可欄に署名 した処方せん発行の有無、割合、

その理由等

・ 一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載した処

方せんの発行経験の有無、理由、その理由

・ 後発医薬品に関心のある患者の割合、1年前との比較

・ 後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合

・ 保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有無、望ましい

情報提供について

○ジェネリック医薬品希望カードの認知度等

・ ジェネリック医薬品希望カー ドの認知度、提示された経験の有無、

提示されて後発医薬品を処方した患者の割合等

○後発医薬品使用についての考え

・ 後発医薬品の承認に関する認知度

・ 後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応

〇今後の課題等

・ 後発医薬品の使用を進める上での課題 等

(4)診療所調査 ○回答者の属性等

・ 性別、年齢、担当診療科等

○施設の概要

・ 所在地、開設者、種別、許可病床数、主たる診療科、医師数・薬剤

師数

・ オーダリングシステムの導入状況

・ 1か月間の外来延べ息者数、1か月間の外来診療実日数、平均在院

患者数

○後発医薬品の備蓄品目数等

・ 医薬品備蓄品日数、後発医薬品の備蓄品目数

・ 採用医薬品 リス トの薬剤師会等への提供状況

・ 1年前と比較した後発医薬品の供給体制の変化

○外来忠者に対する後発医薬品の使用状況等

・ 院外処方せん発行の有無

・ 後発医薬品の処方に関する意識、処方しない場合の理由

・ 1年前と比較した後発医薬品の処方状況

・ 後発医薬品への変更不可欄に署名 した処方せん発行の有無、割合、

その理由等

・ 一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載 した処

方せんの発行経験の有無、理由、その理由

・ 後発医薬品に関心のある患者の割合、1年前との比較

・ 後発医薬品を銘柄指定 した院外処方せん枚数の割合

・ 保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有無、望ましい

情報提供について

○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等

・ 入院患者に対する後発医薬品の使用状況、後発医薬品を積極的に使

用 しない場合の理由

・ 後発医薬品を使用して生じた問題点

・ 後発医薬品の使用を進める上で必要な対応等



Oジェネリック医薬品希望カー ドの認知度等
。 ジェネリック医薬品希望カー ドの認知度、提示された経験の有無、

提示されて後発医薬品を処方した患者の割合等

・ 患者が後発医薬品を頼みやすくなるための工夫

O後発医薬品使用についての考え

。 後発医薬品の承認に関する認知度

。 後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応

O後発医薬品使用についての課題等

・ 後発医薬品使用についての課題等

(D患者調査 0属性等

・ 性別、年齢

・ 診察を受けた診療科、薬局への来局頻度、かかりつけ薬局の有無、

加入している健康保険の種類

0後発医薬品の使用に対する意識等

・ 後発医薬品の認知度
。 医師や薬剤師からの後発医薬品についての説明の有無
。 後発医薬品処方を申し出た経験の有無、申し出のしやすさ
。 後発医薬品処方の申し出をしやすくするために望まれること
。 ジェネリック医薬品希望カー ドの認知度、保有の有無、入手先、効

果、利用経験、利用意向

・ 後発医薬品の使用経験の有無
。 後発医薬品に対する満足度、窓口での薬代の負担感
。 後発医薬品の使用意向

・ 後発医薬品を使用する上で必要なこと

・ 後発医薬品を使用する上での要望等

5.結果概要

(1)回収の状況

回表 1 回収の状況

保険薬局数(株式 1)

株式 2に記載された処方せん枚欺(339薬局分)



(2)保険薬局調査の概要

【調査対象等】

O調査票 様式 l

調査対象 :全国の保険薬局の中から無作為に抽出した保険薬局

回 答 数 :566施設

回 答 者 :管理者

○調査票 様式 2

処方せん枚数 :5,964枚 (339薬局分)

回 答 者 :管理者

①薬局の属性

1)組織形態

2)職員数

3)調剤の状況等

法人,866“
い 0薬励

|

回表 5 その他 (事務職員等)の職員数 〈常勤換算)

20%      4"      6∝       3“

回表 7 基準調剤加算

図表 2 組織形態 (法人・個人別)く鮮566)

個人.129■ ■      

「

無回答.05%
(73薬局)

図表 3 法人薬局の内訳 (F490)

■株式会社 口有限会社 口合資会社 ●含名会社 ●その他 口無回害

●口剤基本料(40点 )日 調剤基本料(18点 )● 無回害

「●墓環 諷剤加諄1(10点 )● 基準調剤加算2(30点)口 算定してしtい 口無回答
|



回表 8 後発医薬品調剤体制加算の算定状況

2“      401      6∝       鴎

回表 9 後発医薬品調剤率 いく∞)

回表 10 後発医薬品調剤率にみた薬局数の分布(平成20年 7月及び平成 21年 7月 、高 ∞)

0■      1“      2∝      3∝       
“

■      5α

1喘未満

1“以上2鱗紺

鱗 胆 覇 紺

翻 胆 0紺

0嘘 競 紺

競 ロ ト耐 紺

6"U● 7"未満

7"u卜 田瞬 講

鴎胆 鱗縞 蘇●4%

鰯 胆

※各月全てに回答があつた 5∞ 施設 を対象 とした。

●諄定している ロニ定していない 口無回害

(単位 :%)

平成 21年 平成 20年

平均値 標準僣差 中央饉 平均値 標準偏差 中央饉

1月 44.2 42.5 37.2

2月 43.4 40.3 17.3 37.7

3月 40.2

4月 42.5 40.9 39.5

5月 42.6 4 6

6月 4 38.9

7月 4 15.8 38.7

に回 答が あ った 5∞ た



回表 11 処方せん発行医療機関数

医療機口種別
合 計

病院 一般砂壼所 歯科診療計

処チ'せん発行 医療機 関数 (A) l l.34 2712 40.72

(うち)「 変更不可」襦に処方医の署名等が

9割以上ある機関数(施設)(B)
4.38 014 6.53

1舞離語咄 鷹1)
3.42 0.13 5.27

(うち)主として後発医薬品

を銘柄指定してい機 関数 (施設)
106

処方せん枚数〈枚) 433.1 972_0 145 1419.5

「変更不可」相に処方医の署名等が

,割以上ある医療機関数の割合 (B/Al(%)
170% 16.1% 7.90/● 16.00/●

薬局数 443

4)処方せん発行医療機関 (平成 21年 7月 )

図表 12 処方せん枚数が最も多い 1医療機関の処方せん枚数 〈F525)

平均値 標準偏1羞 中央億

処方せん発行枚数〈枚 ) 1,062.4 1,066.6

②取り扱い処方せんの状況 (平成21年 7月 21日～27日 )

1)取 り扱い処方せん枚数

図表 15 取り扱い処方せん枚数 (372薬局分)

後発医薬品についての説明Jと は

後発医薬品と先発医薬品とが同等であること (例 えば、品質、安定性、生物学的同等性試験結果等)の説
明に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤料の差額等についての説明等を指す。

図表 13

0“

06%

特定の保険医療機関に係る処方せん割合 (最 も多いもの)

2∝      4∝       6“       3∝       10“

全体

(n=525)

■月121‐ 日■27日 の

③のうち、1品 日でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん(初

めての変更に限らず、以前に一度変更し、今回も同様に変更したll合も含
む)

に一度、先発医薬品から後発医薬品に変更し、これを受けて処方医が、当

薬品が薬価収載されていないために、後発医薬品に変更できなかつた処方

① oのうち、「後発医薬品についての説明J※ 1を行つたにもかかわらず、
慮者が希望しなかつたために、すべて後発医薬品に変更できなかった処方
せん (過去 に説明した際に、息者が希望しない意思を明確にしており、今回

先発医薬品の合量規格に対応した後発医薬品がなかつたため

⑫のうち、在庫として備書していなかつたため

、薬個収載されていなかったため

O①のうち、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更がすべて不可」欄に処

、処方せん内容の一部について変更不可としている処方せん

こついて変更不可としている処方せん

00の うち、一部後発医薬品について変更不可としている処方せん

●0～ :0%以 下 ●1幌超～3"以 下 口30%超 ～5∝以下 ●50%超 ～70ヽ 以下 曰7"超

図表 14 半径200m以内にある医療機関数 (n=549)

平均値 標準偏差 中央値

半径 200m以 内にある医療機関数(件 )



2)1品 日でも後発医薬品を調剤した処方せん割合

回表 16 すべての処方せんにおける、1品 日でも後発医薬品を調剤した処方せんの割合

〈平成21年 7月 21日 =27日 1週間分の処方せんベース)

処方せん全体
(‐ 132● 5)

3)後発医薬品への変更割合 (処方せん枚数ベース)

回表 17 「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん (鮮90,511)

における、後発医薬品への変更状況

(平成 21年 7月 21日 ～27日 1週間分の処方せんベース、372薬局分)

「変更不可J欄に処方医の署名等がない処方せん

:品 日でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん

(うち)後発医薬品情報提供料を算定した処方せん

今回は、先発医薬品を後発医薬品に変更しなかつたが、以前に一度、先発
医薬品から後発医薬品に変更し、これを受けて処方医が、当核後発医薬品

こ切り替えた処方せん

1品 日でも後発医薬品を他の後発医薬品に変更した処方せん

載されていないために、後

後発医薬品のみが配載された処方せん(上記に該当するものを除く。)

ために、すべて後発医薬品に

以下の理由により、後,医薬品に交更できなかつた先発医薬品が1品 日でもある処方せん

先発医薬品の含量規格に対応した後発医薬品がなかつたため

た後発医薬品を在庫として備蓄して

いなかつたため

採用されている後発医薬品に、先発医薬品の剤形に対応した製剤が

形に対応した後発医薬品を在庫として備蓄していな

採用している後発医薬品に、OD掟が薬価収載されていなかつたため

OD錠の後発医薬品を在暉として備蓄していなかつたため



図表 18 すべての処方せんにおける、

署名等の有無 (平成 21年 7月 21

「後発医薬品への変更不可」欄の処方医の

日～27日 1週間の処方せんベース)

4)「 後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がある処方せんのうち、後発医薬品を銘

柄指定している処方せん割合

図表 20 「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がある処方せん (n-41,534)

のうち、後発医薬品を銘柄指定している処方せん割合

(平成21年 7月 21日 ～27日 1週間の処方せんベース)

処方せん全体

(F41.534)

5)後発医薬品への変更割合 (薬局数ベース)

回表 21 1週 間の取り扱い処方せんのうち、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名

等がない処方せんを取り扱つた薬局数の割合 (薬局ベース)

■後発医薬品への交更不可相の署名等のない処方せんの取り級いが:枚

取り扱いがない薬局

審

回表 22 「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せんを取 り扱つた薬

局 (506薬局)の うち、実際に 1品 日でも先発医薬品を後発医薬品に変更した薬局数の割合

〈薬局ベース)

∝       20■       4∝       6“       80%      1∞ ■

●それらの処方せん」 枚以上、実際に1品 目

口後発医薬品へ変更しなかつた栗局

口無回答

一

‥
　

」
:   図表

: 処方せん全体
(n=90511)

19 「後発医薬品への変更不可」襴に処方医の署名等がない処方せん

(n=90,511)に おける、後発医薬品への変更状況

(平成 21年 7月 21日 ～27日 1週間の処方せんベース)

鉢
ｎ〓５０６

処方せん全体

(n=130.045)

■衡発医薬品の銘柄指定あり日後発医薬品の銘柄指定なし

口 :

□以前に後発医薬品に変更し処方医が後発医薬品の銘柄処方に切り薔えた処方せん

口後発医薬品に変更しなかった処方せん

●後発 医薬品のみが配載された処方せん

日処方せんに記載されたすべての銘柄について、後発医票品が藁薔収餞

されていないために、後発医薬品に変更しなかつた処方せん

口患者が希望防 かつたために、すべて後発医薬品に変更しなかつた処方せん



回表 23 「後発医薬品への変更不可J欄に処方医の署名等がない処方せんを取り扱つた

薬局 (506薬局)における、後発医薬品への変更可の処方せんに占める、

後発医薬品への変更割合別の度数分布 (薬局ベース)

1      20     40     60     00     100    120    140

変更なし

5“未満

5ヽ以上1“未満

G以 上201未 満

2"以上 鋼 未満

3“以上4∝未満

4∝以上翻 未満

鱗 以上6“未満

60%以 上フ∝ 未満

フ

“

以上00L未 満 12

801以上9∝未満

9∝ 以上 1001未 満 攘繭 6

※5∝ 薬局の中には、後発医薬品への変更割合が不明の10薬局が含まれている。

6)1週間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品の割合

回表 24 1週間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品 く数量ベース)の割合

〈平成 21年 7月 21日 ～27日 1週間、薬局ベース)

,∝未満     口 10“以上201床濱 目 2“以上 鯛 未満

以上 5∝ 未満 口50■以上7疇 満 ロフ

“

以上     口無回害

回表 25 1週間に調用したすべての医薬品に占める後発医薬品 (数量ベース)の割合

(平成21年 7月 21日 ～27日 1週間、薬局ベース、n434)

160  喘品数)

③後発医薬品への対応状況 (平成21年 4月 以降)

:)後発医薬品の説明・調剤に関する考え方

回表 26 後発医薬品の説明・調剤に関する考え方

0%             20“            40■              00■             80■

全体
(‐586)

積極的に取り組んでいる     ●藁効:球つては取り組んでいる  口あまり積極的に1ま取り組んでしtい
口無回答

後発E凛品の口用による藁綱料nlこ不安があるため

後発[藁品の備書増に伴う不良在庫の拡大など、

在庫管理の負担が大きいため

口剤室での員の取り槽えの前に後発医薬品を
説明する彙務手順となつてし唸 いため

その他

彙回害

■あまり積極的に取り組んでしtい理由(複数回答)国最大の理由(単数回答)

あまり積極的に取り組んでいない理由

平均値 標準偏差 中央値

すべての医薬品に占める後発医薬品の割合 (%) 20.1



2)後発医薬品の品質保証方法の理解度

図表 28

20%

後発医薬品の品質保証方法の理解度

全体

(n=566)

■十分に理解している ●ある程度理解している 口あまり理解していない ●全く理解していない 0無回答

後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品についての説

明を行った患者の割合

図表 29 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品に

ついての説明を行つた患者の割合 〈薬局ベース)

10%未 満      口,0%以 上～30%未満 030%以上 ～50%未満 ●50%以上 ～,0%
0無回答

4)後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に後発医薬品についての説明をし

なかった理由

回表 30 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に後発医薬品についての

説明をしなかった理由 (F566)

“

   2“   4臨   60%   3∝   lo"

待つている●者が 多く、説明する時間的

余裕 がなかつたから

患者が急いており、数明不要

と言われたから

壼者が後発 E薬品について十分

理解 していたから

調剤■ での薬の取りl●えの前に後発医薬品について

説明する業務手順 になっていないから

システム上、藁用料の差額力くすぐに計算できないので、

患者の質問 にその l■で答えることができないから

後発医薬品の■書品 目数が

少ないから

説明しなければならないという認凛が

不足していたから

■後発 匿票品の説明紳 かった理由 (複数回答 )日 後発 医薬 品の説明れ なかった最大 の理 由(単数回審 )



口表 31 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に対し、後発医薬品に

ついての説明をしなかつた理由として「待つている患者が多く、

説明する時間的余裕がなかつたから」を選んだ薬局と選ばなかつた薬局

(薬剤師 (常勤換算)1人当たりの受付処方せん枚数 (1か月間合計)別 )

全体(‐523)

-30嚇 満 (F99)

3∞～珈 軟未満(‐130)

5∞～700枚未満(‐100)

700～ 90は未満 (F82)

900枚以上 (‐ 57)

■持つている●者が多く、説明する時間的余裕がない口それ以外の理由口無回答

回表 32 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参 した患者に対し、後発医薬品に

ついての説明をしなかつた最大の理由として「待つている患者が多く、

説明する時間的余裕がなかつたからJを選んだ薬局と選ばなかつた薬局

く薬剤師 (常勤換算)1人当たりの受付処方せん枚数 (1か月間合計)別 )

全体(H-520)

～30は未満 (嗜

")

300～ 500依未満〈‐lm)

5∞～700枚未満(‐100)

7∞ ～9∞嗽未満 ("82)

00嗽以上 (‐ 57)

後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品について簡潔

な説明だけを行つた患者の割合

回表 33 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、

後発医薬品について簡潔な説明※だけを豊った患者の割合 (薬局数ベース)

10%未 濱      口 10%以上～3096未 満 D30%以上～50%未満 ●50%以上～

～0096未満 000%以上     口無回害

※「簡潔な説明Jと は後発医薬品と先発医薬品とが同等であることの説明はしたが、変更前後の薬剤料の
差額などは説明していない場合や、以前に丁事に説明し、今回は後発医薬品への変更希望だけを確認し
た場合などを指す。後発医薬品に関する説明を記載した文書を患者に手渡し、希望の有無等を確認した
場合も含む。

6)後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参 した患者の うち、後発医薬品への変更をす

すめた患者の割合

回表 34 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、

後発医薬品への変更をすすめた患者の割合 (薬局数ベース)

10%未満     ●10%口
「 ～30%未 満 ●30%以上～50%未満 ●50%以上～7o%未満

～0096未 濱 口00%リ ト     ロ無回害

■持つている患者が多く、説明する時間的余裕がない 国それ以外の理由 口無回答



後発医薬品についての説明を行つた患者のうち、後発医薬品の使用を希望しなかった患

者の割合

図表 35 後発医薬品についての説明を行つた患者のうち、後発医薬品の使用を

希望しなかつた患者の割合 (薬局数ベース)

図表 37 後発医薬品についての説明を行つた患者のうち、後発医薬品の使用を

希望しなかつた患者の割合 (後発医薬品の調剤に関する考え別、薬局数ベース)

全体 (n・ 666)

後発E票品額 極的に息者に

諫明して口用するように

取り組んでいる(n=93)

菫効によっては後発E=畠 を
●●に観明して、日用するように

取り籠んでいる(n=244)

後発電凛品の観銅・口月には

あまり積極的には
取り組んでいない(n=100)

その他(F38)

●

“
盤～1"未濱       ●1“以上‐301未濁

●
"以

上～7い未満      ●7“以上～90●ホ濱
以上           0彙 口害

※全体には「後発医薬品に関する考え方Jが無同答だった3施設が含まれる。

図表 38 後発医薬品についての説明を行つた患者のうち、後発医薬品の使用を

希望 しなかった患者の割合 (後発への変更が可能な処方せん持参患者のうち

後発への変更をすすめた患者割合別、薬局数ベース)

(ふ )イ

1い未■
=くn=255)

疇 以上～3“未満
(n=138)

3“以上―鴎 余洒
(n=59)

601以上～フ∝ 来洒

(n347)

,い 以上～蝸 未瀑

(■=30)

蛸 以上

(n=24)

望しなかつた●■はじ唸かつた●
"超

-1い未満       口耐 以上～3"未満
上～5"未満      口銚 以上～7“未満      0'“ 以上～9い未満
上           口無回答

※全体には「後発への変更が可能な処方せん持参患者のうち後発への変更をすすめた患者割合」
だつた 13施設が含まれる。

■希望しなかつた患者はいなかつた ●096超～1096未 満      国1096以 上～3096未 濱

●30%以上～5096未 満     B5096以 上～7096未満     口7096以 上～0096未 演

口90%以上          口無口害

図表 36 後発医薬品についての説明を行つたが、患者が

後発医薬品の使用を希望しなかつた理由 (単数回答、F531)

薬用料0(■■ 自己負担薇 )

の二額が小さいから

公費負担の3●であるため、

経済的インセ方 イプがないから

過去に後発饉藁畠薇 用したが、

体鯛不良となった経験があるから

後発医薬品に対する不安があ から

その他

臓口薔

が無回答



後発医薬品への変更調剤を行つた患者のうち、2回 日以降に後発医薬品の使用を希望し

なかつた患者の割合 (平成 21年 4月 以降)

回表 39 後発医薬品への変更調剤を行つた患者のうち、2回 日以降に後発医薬品の

使用を希望しなかつた患者の割合 (平成 21年 4月 以降)

0■      2∝       40■       6“       8“       1001

かつた0者はいなかつた 口0%組～10%未満      日1096口「 ～30%未満

上～ 5096未満     曰50%以上 ～,0%未満     ロフ0%以上 ～9096未満

上           口無回答

9)患者 1人に要する後発医薬品についての平均説明時間

回表 41 患者 1人に要する平均説明時間の分布 〈n-372)

0%        20■         40■         60“         80■

r後発医薬品説明」と「一般的

鳳藁指導Jの合計時間 (初回)

「後発医薬品畿明 Jと「一般的

薇薬指導Jの合計時側 (2回日以降 )

一般的な服集指導の時間

鉢
¨

塑

…

回表 42 患者1人に要する平均説明時間 (卜372)回表 40 後発医薬品への変更調剤を行つたが、患者が 2回日以降に

後発医薬品の使用を希望しなかつた理由 〈単数回答、F368) 平均値 標準偏差 中央値

後発医薬品説明+服薬指導時間(初回)(分 )

後発医薬品説明+服薬指導時間〈2回 日以降)(分 )

一般的な服薬指導時間く分)



10)平成 21年 4月 以前に後発医薬品への変更調剤を行つた患者のうち、医療機関が、薬局

で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合 (薬局数ベース)

図表 43 平成 21年 4月 以前に後発医薬品への変更調剤を行つた患者のうち、医療機関が、

薬局で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合

(薬局数ベース、n-566)

20■            30%

0■

～:0%未満

～2∝未満

～30%未 満

～40■ 未満

～50%未 満

～60%未 満

～,0%未 満

～80%未 満

～90ヽ 未満

90■ 以上

無回答

11)後 発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品を直ちに

取り揃えることができずに後発医薬品に変更できなかった患者の割合

図表 44 後発医薬昴への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品を

直ちに取り揃えることができずに後発医薬品に変更できなかつた患者の割合

(薬局数ベース)

:0い

●1096未 満      010%以 上～3096未 満 ●30%以上～50%未 潤 ●50%以上 ～

日70%以上 -90%未満 口90%以上      口無回答

④備蓄医薬品の状況

1)医薬品の備書品日数

図表 45 備蓄医薬品品目数の変化 0■ 98)

※すべての項目について回答があつた施設を対象に集計した。

2)同 じ剤形の後発医薬品が薬価収載 されていない、先発医薬品の備蓄品 目数

図表 46 同じ剤形の後発医薬品が薬価収載されていない、

27%

16%

平成″1年■月 平成2+年 ■月 増加率

医 :塵品全品日数(A)

平均値 837.2 889.5 62%

標準偏差 4H.5

中央値 7940 8145 26%

うち、後発医薬品の品日数

(B)

平均値 117.4 1450 235%

標準偏差 1235

中央値 90.0 104.0 156●/●

うち、複数銘柄の後発医薬品
を備えている先発医薬品の品

平均値

標準偏差
日 菫

中央値

(B)/〈A)
平均値 14.0% 16.30/●

中央値 ll.30/● 12.8●/●

先発医薬品の備蓄品目数

平均値 標準偏差 申央●

先発医薬品がOD錠6402)

OD錠以外 (n=321) 166.8



3)在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースをないようにするために必要な後発医薬

品の備蓄品目数

回表 47 在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースをないようにするために必要な

後発医薬品の備蓄品目数

0%             20“             40■            60%            00%            loo“

全体
(o=566)

4)処方せん受付時に患者に対して、「後発医薬品についての説明J及び「薬剤服用歴を踏ま

えた服薬状況・副作用発現状況等の確認Jの両方を行っているか

図表 48 処方せん受付時に患者に対して、「後発医薬品についての説明J及び

「薬剤服用歴を踏まえた服薬状況・副作用発現状況等の確認」

の両方を行つているか

0ヽ       2∝        40■       6∝       8“       10"

⑤後発医薬品への変更を進めるための要件

1)採用している後発医薬品を選択した理由

後発医薬品‐ 力→こよる品質
に関する情報開示の租魔

他の後発医薬品より爆 輌が安価

近疇の保険医燎機田・保険薬局
への納入実績の程度

迅速かつ安定的に製造販売業者

や卸業者から入手できる

●者の使用感がよい

日剤がしやすい

その他

無回答

回表 50 採用している後発医薬品を選択した理由 〈複数回答、解

“

6)

6"    8“

鉢
¨

以下    ● 1∞～ 199昌 日以下 ●2∞～299昌 日以下 ● 3∞ -300品 日以下

●400～ 499昌 日以下 ●500品 日以上   0無 回答

回表 49 患者に対して「後発医薬品についての説明」及び

「薬剤服用歴を踏まえた服薬状況・ Ell作用発現状況等の確認」を

行うタイミング

いる●餞朝は員の取り鶴え前に行つている

確認は員の取り樹え麟に行つてしヽる  0そ の他

無回答



2)薬局の立場として後発医薬品への変更を進めるための要件

図表 51 後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けたが、変更しなかつた場合に

ついて、今後、薬局の立場として後発医薬品への変更を進めるための要件〈n→66)

医師や藁剤師に対する後発医薬品の品質保E
が十分であることの目知薇慮

後発医薬品メ劫 ―による情報提供や

安定供給体制の確保

後発E薬品に対する患者の理解

剤形・規格の違いに関わらずに銘柄壼更口剤

ができる環境の整備

後発医薬品に関する鋭明の手間や後発E薬品の

調剤による薬剤料の減などを考慮した調剤報酬上の

一目の評饉

田剤宝での薬の取り鶴えの前 に患者に後発E凛品に

ついて説明する等、東局における口剤手順の見直し

特 に対応は必要ない

その他

無回答

薔変更を進めるための要件(複数回答)国 最も重視する要件(単数回答)

⑥「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度等

1)「 ジェネリック医薬品希望カード」の認知度

回表 52 「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度

●知っている ●知らない 口無回害

「ジェネリック医薬品希望カード」を患者から提示された経験の有無

口表 53 「ジェネリック医薬品希望カー ド」を患者から提示された経験の有無

0■       2∝       40■        0“       8∝       10∝

3)「 ジェネリック医薬品希望カー ドJを提示 した患者における、先発医薬品から後発医薬品

に変更調剤を行つた患者の割合

回表 54 「ジェネリック医薬品希望カー ド」を提示した患者における、先発医薬品から

後発医薬品に変更調剤を行つた患者の割合 (提示されたことがある薬局のみ )

全体

(F207)

■0■ ●0割超～2日以下 口2翻超～4翻以下 ●4割超～6割以下 口6翻超～8ヨ以下 口8翻超～ 口無回審

鉢
¨

鉢
¨

01      20■      40■      60■      00“     100“

一
　
　
■
　
■



4)「ジェネリツク医薬品希望カード」配布開始後 (平成21年 4月 以降)における後発医薬

品を希望する患者数の資化

5)患者が後発医薬品を頼みやすくなるような工夫

回表 56 患者が後発医薬品を頼みやすくなるような工夫 〈複数回答、n→66)

0■     20■      40■      60“      80“     100■

集局内に後発饉薬品に目するポスターや
案内帳等絲 札 ている

受付窓口に『ジ卦 リック医薬品希望カー向
編 ■している

薬局肉に後発医薬品の普及書■にnt● I「7レ外寺
自用菫し、患者が入手できは う:■ている

後発医薬品に田心がある●者のね醐こ、専用の相談
窓口を設けたり、餞明担当の集劇

…

ている

薬局内で後覺医薬品に口t6E7~4
識してし嗜

処方せん受付申こ、患者の意向轡目らに確日できる
ような資材綱 れ ている

その他

椰こ工夫してしttヽ

無回答

回表 55 『ジェネリック医薬品希望カー ドJ配布開始後 (平成 21年 4月 以降棗
)

後発医薬品を希望する患者数の変化

における

10"

鉢
¨

●増えた●壼わ引いい0無回書

※平成 21年 4月 以降、彼保険者に rジェネリック医薬品希望カー ドJが順次配布されるようになつた。



図表 57 患者が後発医薬品を頼みやすくなるような工夫

(後発医薬品の調剤に関する考え別、複数回答)

全体 (■ =561)

⑦後発医薬品に変更して調剤した処方せんに係る薬剤料の状況

回表 58 7/21～ 27に後発医薬品に変更して鋼剤された処方せん (5,964枚 )の状況

回表 59 患者一部負担金割合別にみた、7/21～27に後発医薬品に変更して

調剤された処方せん (5,964枚 )の状況

(注)患者一部負担金割合の「全体Jには、患者一部負担金割合が不明だつた処方せん4枚が含まれる。

後発目票品を積極的に■者に

説明して■用するように
取り組んでしヽ (F93)

口車局内にポスターや案内板
=を

●ジメ リック饉薬品希望か ドモ
掲示している         用慮している         リール ット胡

=専用相談窓口設置 説明担当 ●凛局内で後発に口するビデた 日■■の
=向

を■屁で,るような
藁剤師盤 量        議してし

“

          資材を配布

その他          口特に工夫していない     o彙 回答

記載銘柄により調剤した場合の薬剤料(A)(点 )

実際に調剤した薬剤料(B)(点 )

記載銘柄により調剤した場合の薬剤料に占める、

実際に調剤した案剤料の割合(B/A)(%)

〒

下

亜

市

錮 0'9“

|

実際に調剤した薬剤料(B)(点 )

記載銘柄により調剤した場合の薬剤料に占め

る、実際に調剤した栞剤料の割合(B/A)(%)



③後発医薬品の使用にあたつての問題点・課題等                                    医薬品へ変更できるようにして欲しい。                    /等

【後発医薬品メーカーについて】                                          【後発医薬品の品質】
・ 後発医薬品メーカーが多すぎる。どのメーカーを信頼できるのか分からない。メーカー                ・ ぁる特定の薬剤では効果が出ずに、先発医薬品に戻すケースが続いている。

を選ぶ基準が分からない。                                            . 貼付薬などでは、ベ トベ ト感、使用感等についても患者から指摘されたものがある。
・ 後発医薬品メーカーのMRの訪間がなく、情報が不足している。                          ・ 抗癌剤などの品目では同等性の評価項目を血中濃度や溶出性試験だけでなく、臨床評価
・ 先発医薬品大手メーカーは、自社プラントで合成から製剤まで製造の足どりがはつきり                 での効果確認、日J作用発現頻度に関する報告も含めて欲しい。

している。しかし後発医薬品のみのメーカーは、自社で全て行つているのか不明である。                ・ 学会等で後発医薬品の安定性、同等性 (薬効)のネガティブなデータがたくさんある現
・ 後発医薬品メーカーの副作用モニタリング等の整備が必要だ。                             況で薬剤師が後発医薬品に進んで変更しようとは思わない。          /等

/等

【患者の希望】

【医師との関係】                                                 。 患者の後発医薬品に対する不安感というものが多く残つていると日々の業務で感じる。
・ 医師の中には、「後発医薬品への変更可能な処方せんを出すが、変更はしないように」                特に慢性疾患で何十年も同じ薬を服用している患者に多いような気がする。

と口頭で指示してくるケースがある。                                       ・ 金額が変わらないのであれば、先発医薬品を希望する1割負担や負担なしの患者がいる。
・ 医師側で後発医薬品への変更がされていればスムーズに進むと思う。薬剤師が説明して                ・ 後発医薬品を知っている人は後発医薬品を希望するが、知らない人は、説明しても聞く

も「先生の出したままで」という意見をたくさん聞く。                                耳もたずといつた感じで希望しない。高齢者ほど後発医薬品の使用頻度は低く、興味を
。 後発医薬品に変更する際に薬剤師が直接医師と会話できればスムーズに事が運ぶと思                持ってくれない。

つ。                                    /等                 ・ 平成 20年 4月 以降はそれ以前と比較すると明らかに「後発医薬品」「ジェネリック」と

いう言葉は浸透し、後発医薬品の使用量も増えている。            /等
【薬局の在庫負担】

・ 後発医薬品の在庫数増加による経済的リスクが増加している。
・ 分錠をしてくれる卸が少ないため、少量で備蓄することができない。患者の求めに応じ

て後発医薬品をすぐに供給できない。                     /等

【薬局の負担】

・ 後発医薬品に変更した場合の医療機関への情報提供が負担である。
‐ メーカーからのデータの公表 (溶出試験等)が遅いため、採用薬を決めるのに、時間が

かかる。また、レセコンヘの反映にも時間を要するために、薬局の従業員への教育が手

間取つてしまう。

・ 後発医薬品を選択した患者と先発医薬品を選択した患者を区別して、毎回きちんと調剤

するのにはかなりの神経を使う。非常に調剤過誤を起こしやすい状態である。何重にも

チェック機能を入れて過誤を防ぐようにしている。              /等

【処方せん様式】

・ 後発医薬品の使用を促進するためには処方せんへの薬剤名記入は、商品名ではなく一般

名記入を基本にすべきだと思う。

・ 処方せんの「後発医薬品への変更がすべて不可」欄をなくし、薬局サイ ドで自由に後発



(3)診療所・病院 。医師調査の結果概要

【調査対象等】

○診療所調査

調査対象 :全国の一般診療所の中から無作為に抽出した一般診療所

回 答 数 :724施設

回 答 者 :開設者・管理者

○病院調査

調査対象 :全国の病院の中から無作為に抽出した病院

回 答 数 :362施設

回 答 者 :開設者・管理者

〇医師調査

調査対象 :上記「病院調査」の対象施設で外来診療を担当する医師

1施設につき、診療科の異なる医師 2名

回 答 数 :465人

①診療所の施設属性

1)診療所の開設者

回表 60 診療所の開設者

2)診療所の種別

回表 61 診療所の種別

勝療所

(n=フ24)

②嘴院の施設属性

1)病院の開設者

回表 62 病院の開設者

病院

(F302)

口日立 国公立 回公的 日社会保険関係団体 日医療法人 口個人 目学校法人 ●その他の法人

図表 63 病院の開設者 (DPC対応別)

2喘      4∝       60■

全体

(ll=362)

DPC対彙病院

(n■ 1)

DPC準備病院

(n=21)

対鷺し■tい
{≡

ロロ立 ●公立 回公的 口社会保険目係団体 口E憲法人 口個人 口学校法人 0その他の法人

※全体には「開設者 Jが無回答だった S施設が含まれ る。

2)病院の病床規模

回表 64 病院の病床規模

口～49床 ●50～ 99床 回100～ 199床 ●200～ 299床 日300～ 399床 口400～ 499床 ●500床 以上 回無回答

●個人 ●患人 口その他 口無回害

口無床惨織所 口有床惨薇所 口無回笞
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回表 65 病院の病床規模 (DPC対応別)

2●      4“       6“

図表 67 病院の種別 (DPC対応別)

200“           400%         600“

OPC対魚病院

(■■ 1)

DPC準●病院

(ll=21)

対応してしtい
(o=255)

口特定機能病院口地域医療支援由院国がん診療連携拠点病院●臨床研修指定病院口無回答

※全体には「病院の種別」が無回答だつた 5施設が含まれる。

4)DPCの 対応状況

回表 68 DPCの 対応状況

DPC対象痛院

(n=01)

DPC準備輌餞

(ll=21)

対応していない

(n=255)
00“

31124ヽ

10～ 40床 ●50～00床 ●100～ 199床 ●2∞～200床 日300～ 399床 ●400～ 400床 ●5∞本
ロトロ無回害

|

※全体には「病床規模J力 :無回答だった 5施設が含まれる。

3)病院の種別

回表 66 病院の種別 (複数回答、F“2)

0■      1∝      2∝      30“      `“

特定機能償院

地壌医壼支撮嘴隣

がんじ餞連携拠点窮腱

■床研修指定病腱

■DPC対象書院 ●DPC準備病院 口対応してしtい 口無回答



5)特定入院料の状況

回復期リハピリテーシヨン病棟入院料

亜急性期入院医療管理料

教命救急入院料

特定集中治療菫管理料

小児入院医療管理料

その他、投票・注射に係る薬剤料が

包括されている特定入院料

図表 69 特定入院料の状況 (複数回答、F-362)

■オーダリングシステム導入(後発医薬品名表示)ロ オーダリングシステ
ロオーダリングシステムは導入していない ロ

2)院内処方と院外処方の割合

図表 71 院内処方と院外処方の割合

【診療所】眸707

③オーダリングシステムの導入状況等

:)オーダリングシステムの導入状況

診僚所

(n=724)

病院

(n=302)

院内処方

のコ含  o■

～10%未 満

～2"未満

～3∝未満

～40ヽ未満

～50“未満

～60■未満

～70%未 満

～30%未満

～00%未 満

～100■未満

100“

図表 70 オーダリングシステムの導入状況

院外処方
100“ の日合

～100%未 満

～9∝未粛

～80%未 満

～70%未 満

～60%未満

～50■未満

～40%未 満

～30%未 満

～201未 満

～10%未満
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【病院】F353

臓内処方

の日合  

“
～1“素演

～蟹馳未満

～

“

H未満

～

“

出相

～ヨ路績

～0"未満

～B未 満

～8“朱■

-0“ネ■

～lα

"絹
11Hン脇

院外処方
10"の 日合

～10“紺

～峰 ■

■鴎 未満

～7“ネ■

～6“未満

～臨 未満

～6未 満

～3"未満

～2"床満

～1"未満

“

④医師の属性

1)医師の性別

2)医師の年齢

診僚所

(ll=724)

回表 73 医師の年齢

鶏ｍ

備
¨

備
¨

●男性 口女性 口無回答



3)医師の主たる担当診療科

図表 74 医師の主たる担当診療科

⑤診療所・病院の診療体制

図表 75 常勤の医師数・薬剤師数

図表 76 常勤の医師数・薬剤師数 (DPC対応別、病院ベース)

⑥診療所・病院における医薬品の備蓄状況等

1)診療所・病院における医薬品の備蓄状況等

図表 78 後発医薬品の備書状況

●0品 目 01～ 50品 日未満 ●50～100品 日未満 ●100～200品 日未満 ●200～ 3∞品日未濱 ●300品 日以上

無

回

答

そ

の
他

放

射

線

科

皮

膚

科

泌

尿

薔

科

耳

鼻

咽

喉

料

眼

科

精

神

科

循

環

署

科

消

化

署

科

呼

吸

尋

科

産

婦

人

科

小

児

科

形

成

外

科

整

形

外

科

外

科

内

科

競
融

図表 77 医薬品の備蓄状況

診療所(h■25) 病院(■339)

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

①医薬品備蓄品目数

(品 日)

1217 1559 67.0 813.6 460.2

②うち、後発医薬品の

備蓄品目数(品 日)

10.0 998 89.2

③ ②/① 21.6% 14.90/0 12.3% 121%
べての項 目に回答のあった施設を対象に集計 した

(単位 :人 )

平均値 様率偏差 中央儘

診療所

(n-711)

医師数

薬剤師数 ′01

病院

(n=347)

医師数 330 76.9

薬剤師数 10_2

(注 )医師数・薬剤師数 ともに記載のあった施設のみを集計対象とした。

(単位 :人)

医師数 薬剤師数

平均値 票準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

全体 (時347) 102

DPC対象病院 (n=74) 1076 1405 68.0 165 150

DPC準備病院 (F19) 328 376 213

対応 していない (n=249) l12

部割師数 と ,、 に記哉のあつた施設のみを集計対象 とした。



回表 79 後発医薬品の備蓄状況 く入院患者に対する後発医薬品の使用状況別・病院ベース)

2幌    4" 00■       00“

全体(‐339)

後発医薬品があるものは積極的に使用

(n=125)

後発医薬品のあるtOの一部を使用

(n-157)

後発E薬品をほとんど使用していない

(F29)

その他(n=15)

無回審(n=13)

|口 :00品 日未満 ●100～ 1"品 日未満 □150～ 200品日未満 口200～ 250品 日未満 日250品 日以上
|

回表 80 医薬品備薔品目数に占める後発医薬品の備書品目数の割合

〈入院患者に対する後発医薬品の使用状況別・病院ベース)

00■    0"

全体(‐339)

後発医薬品があるものは積極的に使用

(o=125)

後発医薬品のあるtOの一部を使用

〈●=157)

後発E凛品をほとんど使用していない

(F29)

その他(n=15)

無回答(nt13)

口5%未満   ●5～ 10ヽ未満 口10～ 1"未満 口15～2∝ 未満 日20～2"未満 口25

回30～4"未満 口4繁以上

2)後発医薬品の供給体制 (1年前と比較して)

国表 81 後発医薬品の供給体制 (1年前と比較して)

0%            20■             40■             60%            80ヽ

膝療所
(n=457)

餓
(n3134)

●改善した●壼化はないB膠化した口無回答

※後発医薬品の備蓄品目数が 0の施設を除いて集計した。

3)診療所 。病院で使用している後発医薬品リストの提供状況

抄壼所

(ll=724)

0

償院

(n=362)

回表 82 診療所・病院で使用している後発医薬品リス トの提供状況

●近隣薬局や地域の薬剤師会に提供している ●地域の薬剤鰤会に提供している

●近隣の集局に提供している       ●提供していない

●その他                口無回答
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⑦入院患者に対する後発医薬品の使用状況等

1)1か 月間の平均在院患者数

図表 83 平均在院患者数 (平成 21年 7月 1か月間)

2)入院患者に対する後発医薬品の使用状況

図表 84

2"

入院患者に対する後発医薬品の使用状況

診療所

(n■ 62)

病院

(n=362)

口後発医薬品があるものは積極的に使用 0
口後発医薬品をまとんど使用していない ●その他

無回答

※有床診療所については、平成21年 7月 lか月間の平均在院患者数が「OJであった施設を除いて集計し

た。

図表 85 入院患者に対する後発医薬品の使用状況

(オーダリングシステム導入別、病院ベース)

全体

(n=362)

オーダリングシステム導入
(後覺巨薬品名表示)

(n=67)

オーダリングシステム導入
(後発E薬品名非表示)

(‐ 74)

オーダリングシステムは
導入していない

(■FI"D5)

無口答

(‐ 16)

●後発電棗品があるものは積極釧
=使

用 口後発医薬品の絲 ものの一部を腱用
口後発饉薬品をほれ ど使用していない ●その他

●

回表 86 入院患者に対する後発医薬品の使用状況

〈外来患者に後発医薬品を院内投薬する場合の施設としての対応別、病院ベース)

全体(n=302)

入院●者 :後発巨藁昌がある
わ は積極的に使用(n=:35)

入腕患者 :後発巨藁品のある

ものの一部を使用(‐ 102)

入餞患者:後発饉薬品を
ほとんど使用していない(n=32)

入院患者:そ の他(n― 16)

日外来患者:後 発医薬品織 極的に使用する ●外来慮者 :後発医
日外来■■:個 々の医師の判断による   日外来患者 :その他

※全体には「外来患者に後発医薬品を院内投薬す る場合の施設 としての対応J力く無回答だつた :7施設が含
まれ る。

※本図表は「病院にお ける後発医薬品の使用 について、外来患者に院内投薬す る場合の施設 としての対応」
と「病院における後発医薬品の使用 について、外来患者 に院外処方す る場合の施設 としての対応Jのク
ロス集計である。

′
、

診療所〈n■62) 病院(h→61)

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 申央値

1か月間の平均在院

患者数 (人 )

:0.0 174.7

80施設のうち平成2:年 7月 1 0 し 18施 設 、病院 362

設の うち平成 21年 7月 1か月間の平均在院患者数 0人 とい う施設 1施段を除いて集計 した。



図表 87 入院患者に対する後発医薬品の使用状況

〈外来患者に後発医薬品を院外処方する場合の施設としての対応別、病院ベース)

全体 (n=362)

入院患者 :後発医薬品がある

ものは積極的に使用(n=135)

入院患者 :後発医薬品のある

ものの一部を使用(n=162)

入院患者 :後発医薬品を
ほとんど使用していない(n=32)

入院患者 :その他 (■ =16)

日外来患者 :後発医薬品を積極的に使用する ●外来患者 :後発医薬品をほとんど使用しなし

回外来患者 :儡々の医師の判断による   日外来患者 :その他

日外来患者 :無回答

※全体には「外来患者に後発医薬品を院内投薬する場合の施設としての対応」が無回答だつた :7施設が含
まれる。

※本図表は「病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院内投薬する場合の施設としての対応 J

と「病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院外処方する場合の施設としての対応Jの ク
ロス集計である。

回表 88 入院患者に対して後発医薬品を積極的に使用しない理由 〈複数回答)

01         20%        40%        00■         80“

処方銘柄について患者からの

強い要望

処方銘柄に対応する後発医薬品

のコ作用が心配

処方銘柄に対応する後発医薬品

の効能に疑問

後発医薬品の供給体制に不安

処方餡輌の作用が強く治療城が

せまい

患者に適した剤形が他にない

処方銘柄根 く使用し信頼

施設として使用する医薬品

の銘柄補 定している

後発医薬品の使用による

薬剤料減への不安

その他

無回答

回表 89 病院における入院患者に対する後発医薬品の使用状況 (DPC対応状況別)

全体
(ll=362)

DPC対象病院

(n=01)

DPC準備薔院

(n=21)

対応していない

(昴 =255)

●後発医薬品があるものは積極的に使用 0後 発医薬品のあるものの一部を使用
口後発医薬品をほとんど使用していない ●その他
口無回答

※「全体」には、「DPC対応状況Jについて無回答であつた5施設が含まれる。

10“



3)入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じた経験の有無

図表 90 入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じた経験の有無

4∝      6"      8∝

図表 91 「入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じた経験がある」

回答した施設における、後発医薬品使用で生じた問題 (複数回答)

後発E藁品のユ費上の間饉

後発饉菫呂ル

"情
颯

提供体II上 の問題

後発電藁品の供給体

"上の間露

今後どのような対応が進めば施設として入院患者に対して後発医薬品の使用を進めても

よいか

図表 92 今後どのような対応が進めば施設として入院患者に対 して後発医薬品の

使用を進めてもよいか

く複数回答 )

0%       20■        40“        60“        80ヽ       100"

医師や楽剤師に対する後発医薬品の

品質保饉が十分であることの日知徹底

後発医薬品メーカ」こよる情報提供や

安定供給体劇の確保

後発医薬品に対する患者の理解

後発医薬品拠 方す機 の静薇報■上

の評価

後発医薬品の使用割合についての

診療報酬上の評価

院内で後発E薬品の情報塾 自に収魚し、

後発医薬品の選定 採用請 える体制の整備

特に対庫は必要ない

その他

無回答

※有床診療所 2件の回答はいずれも「後発医薬品の品質上の問題」



回表 93 今後どのような対応が進めば施設として入院患者に対して後発医薬品の

使用を進めてもよいか く最も重要なもの、単数回答)

0%    2"   `喘    6"    80■

医師や藁剤師に対する後発E藁品の

品質保饉が十分であると の日知●底

後発E薬品メーカJこよる情報提供や

安定供給体制の確保

後発医薬品に対する0者の理解

後発医凛品を処方す6Fの秒燎報薗上

の膵饉

後発医薬品の使用■合についての

診彙報酬上の評価

院内で後発医薬品の情報敵 自に収負し、

後発E薬品の選定・採用術 える体日の整備

特に対応は必要ない

その他

無回書

③外来患者に対する後発医薬品の使用状況等

1)診療所における院外処方せん発行状況 (平成21年 4月 以降)

回表 94 診療所における院外処方せん発行状況 (平成21年 4月 以降)

0■            20■             40■            60■            00■           100ヽ

2)外来診療の状況

回表 95 診療所・病院における外来診療の状況

●発行している 目発行していない 口無回答

診療所〈n■ 509) 病院 (o■ 362)

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

①lか月間の外来診療
実日数く日)

21.5 24.0

②lか月間の外来
延べ患者数(人 )

1,280.0 lβ36.9 1,007.0 7,328.1 9,940.7 3.567.5

③ lか月間の院外処方

せん発行枚数 (枚 )

680.8 906.3 5000 3,280.9 5,6114.3 1,493.0



病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院内投薬する場合の施設と

対応方針

図表 96 病院における後発医薬品の使用について、

外来患者に院内投薬する場合の施設としての対応

しての 4)病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院外処方する場合の

施設としての対応方針

図表 98 病院における後発医薬品の使用について、

外来患者に院外処方する場合の施設としての対応

病院

(n=362)

●後発医薬品を積極的に使用する ●後発医薬品」まとんど使用しない 日個々の医師の判断による
●その他           口無回答

※ 「後発医薬品 を積極的に使用Jと は、後発医薬品の銘柄処方のほか、院外処方せんの 「後発 医薬品への

変更不可J欄に署名等を行わない場合 を含む。

図表 99 病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院外処方する場合の

施設としての対応 (オーダリングシステム導入別)

全体

(‐ 362)

オーダリングシステム導入

(後発医薬品名表示)

●=67)

オーダリングシステム導入
(後発医薬品名非表示)

(n=74)

オーダリングシステムは

導入していない

(n=205)

無回答

(口=16)

●後発医薬品を積極的に使用する ●後発医薬品をほとんど使用しない
日個々の医師の判断による      ●その他

病院

(n=362)

後発医薬品を積極的に使用する ●後発医薬品をほとんど使用Lr.‐ぃ ロロ々の医師の判断による

●その他            0無 回答

図表 97 病院における後発医薬品の使用について、外来患者に院内投薬する場合の

施設としての対応 (オーダリングシステム導入別)

全体

(n=312)

オーダリングシステム導入

(後発医薬品名表示)

(n=67)

オーダリングシステム導入

(後発医薬品名非表示 )

(n=74)

オーダリングシステムは

導入していない

くn=205)

無回審

(n=16)

■後発 医薬品を積極的に使用する   ●後発医薬品をほとんど使用 Lr.‐ ぃ

口個々の医師の判断による      ●その他

口無回答


